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別  紙  

亀 山 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

提 案 理 由  

 条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。  

 

 



亀 山 市 条 例 第    号  

 

   亀 山 市 火 災 予 防 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 

 亀 山 市 火 災 予 防 条 例 （ 平 成 １ ７ 年 亀 山 市 条 例 第 １ ４ ７ 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 

 

 

 

 

に 改 め る 。  

 第 ２ ６ 条 第 １ 項 第 ９ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

（ ９ ） の ２  祭 礼 、 縁 日 、 花 火 大 会 、 展 示 会 そ の 他 の 多 数 の 者 の 集

合 す る 催 し に 際 し て 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 消 火 器 の 準 備 を

し た 上 で 使 用 す る こ と 。  

 第 ２ ７ 条 第 ２ 項 中 「 第 ９ 号 」 を 「 第 ９ 号 の ２ 」 に 改 め る 。  

 第 ２ ９ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ ０ 条 中 「 及 び 第 ９ 号 」 を 「 、 第 ９ 号 及 び

第 ９ 号 の ２ 」 に 改 め る 。  

 第 ４ 章 の 次 に 次 の １ 章 を 加 え る 。  

第 ４ 章 の ２  屋 外 催 し に 係 る 防 火 管 理  

（ 指 定 催 し の 指 定 ）  

第 ６ ２ 条 の ２  消 防 長 は 、 祭 礼 、 縁 日 、 花 火 大 会 そ の 他 の 多 数 の 者

の 集 合 す る 屋 外 で の 催 し の う ち 、 大 規 模 な も の と し て 消 防 長 が 別

に 定 め る 要 件 に 該 当 す る も の で 、 対 象 火 気 器 具 等 （ 令 第 ５ 条 の ２

第 １ 項 に 規 定 す る 対 象 火 気 器 具 等 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） の 周 囲 に

お い て 火 災 が 発 生 し た 場 合 に 人 命 又 は 財 産 に 特 に 重 大 な 被 害 を 与

え る お そ れ が あ る と 認 め る も の を 、 指 定 催 し と し て 指 定 し な け れ

ば な ら な い 。  

目 次 中  

「  

第 ４ 章  避 難 管 理 （ 第 ５ ３ 条 ― 第 ６ ２ 条 ）  

」  

を  

「  

第 ４ 章  避 難 管 理 （ 第 ５ ３ 条 ― 第 ６ ２ 条 ）  

第４章の２ 屋外催しに係る防火管理（第６２条の２・第６２条の３）  
」  



２  消 防 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 指 定 催 し を 指 定 し よ う と す る と き

は 、 あ ら か じ め 、 当 該 催 し を 主 催 す る 者 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な

ら な い 。 た だ し 、 当 該 催 し を 主 催 す る 者 か ら 指 定 の 求 め が あ っ た

と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

３  消 防 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 催 し を 指 定 し た と き は 、 遅

滞 な く そ の 旨 を 当 該 指 定 催 し を 主 催 す る 者 に 通 知 す る と と も に 、

公 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 屋 外 催 し に 係 る 防 火 管 理 ）  

第 ６ ２ 条 の ３  前 条 第 １ 項 の 指 定 催 し を 主 催 す る 者 は 、 同 項 の 指 定

を 受 け た と き は 、 速 や か に 防 火 担 当 者 を 定 め 、 当 該 指 定 催 し を 開

催 す る 日 の １ ４ 日 前 ま で に （ 当 該 指 定 催 し を 開 催 す る 日 の １ ４ 日

前 の 日 以 後 に 同 項 の 指 定 を 受 け た 場 合 に あ っ て は 、 防 火 担 当 者 を

定 め た 後 遅 滞 な く ） 次 の 各 号 に 掲 げ る 火 災 予 防 上 必 要 な 業 務 に 関

す る 計 画 を 作 成 さ せ る と と も に 、 当 該 計 画 に 基 づ く 業 務 を 行 わ せ

な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ） 防 火 担 当 者 そ の 他 火 災 予 防 に 関 す る 業 務 の 実 施 体 制 の 確 保 に

関 す る こ と 。  

（ ２ ） 対 象 火 気 器 具 等 の 使 用 及 び 危 険 物 の 取 扱 い の 把 握 に 関 す る こ

と 。  

（ ３ ） 対 象 火 気 器 具 等 を 使 用 し 、 又 は 危 険 物 を 取 り 扱 う 露 店 、 屋 台

そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の （ 第 ６ ５ 条 に お い て 「 露 店 等 」 と い

う 。 ） 及 び 客 席 の 火 災 予 防 上 安 全 な 配 置 に 関 す る こ と 。  

（ ４ ） 対 象 火 気 器 具 等 に 対 す る 消 火 準 備 に 関 す る こ と 。  

（ ５ ） 火 災 が 発 生 し た 場 合 に お け る 消 火 活 動 、 通 報 連 絡 及 び 避 難 誘

導 に 関 す る こ と 。  

（ ６ ） 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 火 災 予 防 上 必 要 な 業 務 に 関 す る

こ と 。  

２  前 条 第 １ 項 の 指 定 催 し を 主 催 す る 者 は 、 当 該 指 定 催 し を 開 催 す

る 日 の １ ４ 日 前 ま で に （ 当 該 指 定 催 し を 開 催 す る 日 の １ ４ 日 前 の

日 以 後 に 同 項 の 指 定 を 受 け た 場 合 に あ っ て は 、 消 防 長 が 定 め る 日



ま で に ） 、 前 項 の 規 定 に よ る 計 画 を 消 防 長 に 提 出 し な け れ ば な ら

な い 。  

第 ６ ５ 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

（ ６ ） 祭 礼 、 縁 日 、 花 火 大 会 、 展 示 会 そ の 他 の 多 数 の 者 の 集 合 す る

催 し に 際 し て 行 う 露 店 等 の 開 設 （ 対 象 火 気 器 具 等 を 使 用 す る 場

合 に 限 る 。 ）  

第 ７ ０ 条 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

（ ４ ） 第 ６ ２ 条 の ３ 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し て 、 同 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 火 災 予 防 上 必 要 な 業 務 に 関 す る 計 画 を 提 出 し な か っ た 者  

第 ７ １ 条 中 「 法 人 の 代 表 者 」 を 「 法 人 （ 法 人 で な い 団 体 で 代 表 者

又 は 管 理 人 の 定 め の あ る も の を 含 む 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ）

の 代 表 者 若 し く は 管 理 人 」 に 、 「 各 本 条 に 係 る 罰 金 刑 」 を 「 、 同 条

の 刑 」 に 改 め 、 た だ し 書 を 削 り 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  法 人 で な い 団 体 に つ い て 前 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 場 合 に は 、 そ

の 代 表 者 又 は 管 理 人 が 、 そ の 訴 訟 行 為 に つ き 法 人 で な い 団 体 を 代

表 す る ほ か 、 法 人 を 被 告 人 又 は 被 疑 者 と す る 場 合 の 刑 事 訴 訟 に 関

す る 法 律 の 規 定 を 準 用 す る 。  

附  則  

 こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ６ 年 ８ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 こ の 条

例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て １ ４ 日 を 経 過 す る 日 ま で に 終 了 す る 催 し

に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 亀 山 市 火 災 予 防 条 例 第 ４ 章 の

２ の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  
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